
嘱託職員の募集 
 
１ 職種及び業務内容 
【職種】 
 東京労災病院及び治療就労両立支援センターにおける臨床心理士の業務 
 
【業務内容】 
  一般的な心理検査及び研究補助業務 
    
２ 応募資格 
（１）臨床心理士資格保持者であること。 
（２）業務に従事できる知識・能力を備えていること。 
（３）ワードによる文書作成、エクセルによる表計算作成、パワーポイント等基本的な操作が可能で 
  あること。 
（４）インターネット検索、メールの送受信操作が出来ること。 
（５）その他、社会人として基本的なマナーを守れること。 
 
３ 採用条件 
（１）募集人員：１名 
（２）勤務場所：独立行政法人労働者健康安全機構東京労災病院内及び治療就労両立支援センター 
        東京都大田区大森南４‐１３‐２１ 
（３）労働条件 
  Ａ 雇用形態：嘱託職員（期間を定めて採用） 
  Ｂ 週労働日数：月曜日から金曜日までの間で、週２～５日で応相談（木曜日必須） 
    勤務時間：８時１５分～１７時００分の間で、実働６時間程度から応相談 
    休憩時間：１２時１５分～１３時００分     
  Ｃ 休日等：土曜日、日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 
  Ｄ 年次有給休暇：労働基準法に準ずる 
  Ｅ 給 与：時給１,５３０円～（経験による） 
  Ｆ 時間外勤務手当：実働に応じて支給 
  Ｇ 期 間：随時（勤務開始日は応相談）から平成３０年３月３１日（条件により契約更新あり） 
  Ｈ 通勤費：月上限５５,０００円まで支給  ※規程により計算 
  Ｉ 社会保険等：厚生年金保険、健康保険、雇用保険、確定拠出年金 
          （加入非加入は労働時間数による） 
 
（４）応募書類 
  Ａ 写真付き履歴書（市販のもので可） 
  Ｂ 職務経歴書（なお、修士論文研究テーマ及び興味のある分野について付記すること。） 
  Ｃ 臨床心理士資格認定証書（写） 
 



 
（５）選考方法・試験日 
  書類選考後、通過者に面接等の日時を連絡 
 
（６）応募方法 
  次の連絡先へ応募書類を郵送してください。 
  【送付先】〒１４３－００１３ 東京都大田区大森南４－１３－２１ 
       東京労災病院治療就労両立支援センター 橋野、髙橋 
       電話：０３－３７４２－７３０１（東京労災病院代表番号） 内線３２５３ 
 


